
３月末までに関係政省令が公布された場合には、以下の２点について「上尾市国民健康保険税条例」を専決処分により改正する予定です。 

１．「国民健康保険税の軽減判定所得の変更」について 

均等割額の５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の所得の算定において、被保険者等の合計人数に乗ずべき金額をそれぞれ３１万円（改正前３０万５，０００円）及び５７万円

（改正前５６万円）に引き上げる。 

２．「子ども・子育て支援納付金分」について 

子ども・子育て支援金制度の施行にあわせて「子ども・子育て支援納付金分」の賦課限度額及び軽減について、新た条例に規定する。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

令和７年度 令和８年度 

  所得割 均等割 賦課限度額 所得割 均等割 賦課限度額 

基礎課税額 

（医療分） 
7.2% ３８,０００円 ６５万円 8.10% ４９,２３３円 ６６万円 

後期高齢者 

支援金等分 
2.7% １５,０００円 ２４万円 2.83% １７,１０５円 ２６万円 

介護納付金分 2.4% １７,０００円 １７万円 2.47% １７,４９２円 １７万円 

子ども・子育て 

支援納付金分 
― ― ― 0.26%  １,６８７円 （３万円） 

合   計 12.3% ７０,０００円 １０６万円 13.66% ８５,５１７円 
１０９万円 

（１１２万円） 

上尾市国民健康保険税条例の改正について（報告） 資料２ 

  令和８年度以降の上尾市国民健康保険税の税率等の改定について、令和７年１２月１８日付け上尾市国民健康保険運営協議会からの答申を

参考に、令和８年３月定例会に改正議案を上程しました。（審議の結果、原案のとおり可決し、令和８年４月１日に施行します。） 

 

  

現行の「基礎課税額（医療分）」、 「後期高齢者支援金等分」、 「介護納付金

分」の３区分に加え、令和８年度から「子ども・子育て支援納付金分」を賦課

する。 

 

国民健康保険税賦課限度額を、１０６万円から１０９万円に引き上げ。 

 

法定外一般会計繰入金の解消、及び、埼玉県から示す標準保険税率との

かい離を解消するため国民健康保険税の税率を改定。 

  １. 賦課限度額の引き上げ 

  ２. 税率の見直し 

  ３. 「子ども・子育て支援納付金分」に係る賦課について 


